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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】衣料品のフレキシブルジョイント、例えば肘領
域または膝領域の接合部、あるいは、物体を収容し、固
定するための入れ物中のポケットなどの開口部要素を提
供する。
【解決手段】要素は、２次元材料の少なくとも１つのセ
クションから形成され、要素は第1の縁および第２の縁
を含み、それらは各々凹状構造を示す。第１の縁および
第２の縁に隣接する材料の部分はそれぞれ重なるように
配列され、（ａ）第１の縁の一部が第２の縁の一部に重
なり、（ｂ）第２の縁の別の一部が第１の縁の別の一部
に重なる。要素は、衣料品の接合部またはポケットとし
て使用されてもよく、要素は入れ物のポケットを形成し
てもよい。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも1つの2次元材料から形成され、各々が凹状構造を示す第1の縁および第2の縁
を含む、要素であって、第1の縁の一部が第2の縁の一部に重なり、第2の縁の別の一部が
第1の縁の別の一部に重なるよう、第1の縁および第2縁に隣接する材料の部分は互いに重
なるように配列される、要素。
【請求項２】
　第1の縁および第2の縁は材料の単一セクションの縁である、請求項1記載の要素。
【請求項３】
　第1の縁および第2の縁は材料の単一セクションの対向する縁である、請求項2記載の要
素。
【請求項４】
　材料の単一セクションを折り畳み、第1の縁および第2の縁を互いに接触して配置させた
、請求項3記載の要素。
【請求項５】
　材料の単一セクションは第1の縁と第2の縁との間を延びる一対の側縁を含み、第1の縁
に隣接する各側縁の一部は、第2の縁に隣接する各側縁の一部と結合される、請求項3記載
の要素。
【請求項６】
　第1の縁は少なくとも1つの2次元材料の第1のセクション中に形成され、第2の縁は少な
くとも1つの2次元材料の第2のセクション中に形成され、第1のセクションおよび第2のセ
クションは互いに離れている、請求項1記載の要素。
【請求項７】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項6記載の要素。
【請求項８】
　開口が第1の縁と第2の縁の間に形成され、挿入セクションが開口にわたる、請求項1記
載の要素。
【請求項９】
　挿入セクションが2次元材料に結合される、請求項8記載の要素。
【請求項１０】
　要素が衣料品の一部を形成する、請求項1記載の要素。
【請求項１１】
　衣料品の一部がフレキシブルジョイントである、請求項10記載の要素。
【請求項１２】
　フレキシブルジョイントが、肘領域および膝領域の1つである、請求項11記載の要素。
【請求項１３】
　衣料品の一部がポケットである、請求項10記載の要素。
【請求項１４】
　衣料品の一部が手の収容領域である、請求項10記載の要素。
【請求項１５】
　要素が入れ物の開口を形成する、請求項1記載の要素。
【請求項１６】
　少なくとも1つの2次元材料がポリマーシートである、請求項1記載の要素。
【請求項１７】
　少なくとも1つの2次元材料が織物である、請求項1記載の要素。
【請求項１８】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項17記載の要素。
【請求項１９】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項17記載の要素。
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【請求項２０】
　第1の縁および第2の縁の凹状構造は、第1の縁および第2の縁を形成する少なくとも1つ
の2次元材料における曲線状の窪みである、請求項1記載の要素。
【請求項２１】
　第1の縁および第2の縁の凹状構造は、第1の縁および第2の縁を形成する少なくとも1つ
の2次元材料における角張った窪みである、請求項1記載の要素。
【請求項２２】
　少なくとも1つの2次元材料から形成された要素を組み入れた衣料品であって、
　要素が、
　凹状構造を有し、第1の露出端領域および反対の第1の重なり端領域を含む一対の端領域
を有する第1の縁と、
　凹状構造を有し、第2の露出端領域および反対の第2の重なり端領域を含む一対の端領域
を有する第2の縁とを含み、
　第1の縁の第1の露出端領域が第2の縁の第2の重なり端領域に重なり、第2の縁の第2の露
出端領域が第1の縁の第1の重なり端領域に重なるよう、第1の縁および第2の縁に隣接する
該材料の部分が、互いに重なるように配列される、衣料品。
【請求項２３】
　要素がフレキシブルジョイントを形成する、請求項22記載の衣料品。
【請求項２４】
　フレキシブルジョイントが、衣料品の肘領域および膝領域の1つである、請求項23記載
の衣料品。
【請求項２５】
　要素が衣料品のポケットを形成する、請求項22記載の衣料品。
【請求項２６】
　要素が衣料品の手の収容領域である、請求項22記載の衣料品。
【請求項２７】
　少なくとも1つの2次元材料がポリマーシートである、請求項22記載の衣料品。
【請求項２８】
　少なくとも1つの2次元材料が織物である、請求項22記載の衣料品。
【請求項２９】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項28記載の衣料品。
【請求項３０】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項28記載の衣料品。
【請求項３１】
　第1の縁および第2の縁が材料の単一セクションの縁である、請求項22記載の衣料品。
【請求項３２】
　第1の縁および第2の縁が材料の単一セクションの対向する縁である、請求項31記載の衣
料品。
【請求項３３】
　材料の単一セクションを折り畳み、第1の縁および第2の縁を互いに接触して配置させた
、、請求項32記載の衣料品。
【請求項３４】
　材料の単一セクションは第1の縁と第2の縁との間に延びる一対の側縁を含み、第1の縁
に隣接する各側縁の一部は、第2の縁に隣接する各側縁の一部と結合される、請求項32記
載の衣料品。
【請求項３５】
　第1の縁は少なくとも1つの2次元材料の第1のセクション中に形成され、第2の縁は少な
くとも1つの2次元材料の第2のセクション中に形成され、第1のセクションおよび第2のセ
クションは互いに離れている、請求項22記載の衣料品。
【請求項３６】
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　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項35記載の衣料品。
【請求項３７】
　開口が第1の縁と第2の縁の間に形成され、挿入セクションが開口にわたる、請求項22記
載の衣料品。
【請求項３８】
　挿入セクションが2次元材料に結合される、請求項37記載の衣料品。
【請求項３９】
　第1の縁および第2の縁の凹状構造が、第1の縁および第2の縁を形成する少なくとも1つ
の2次元材料における曲線状の窪みである、請求項22記載の衣料品。
【請求項４０】
　第1の縁および第2の縁の凹状構造が、第1の縁および第2の縁を形成する少なくとも1つ
の2次元材料における角張った窪みである、請求項22記載の衣料品。
【請求項４１】
　第1の露出領域および反対の第1の重なり領域を有する、凹状構造の第1の縁を有する第1
の織物セクションと、
　第2の露出領域および反対の第2の重なり領域を有する、凹状構造の第2の縁を有する第2
の織物セクションと、
　第1の縁と第2の縁との間に形成された開口にわたり、第1の織物セクションおよび第2の
織物セクションの少なくとも1つに結合されている、挿入セクションとを含むフレキシブ
ルジョイントを組み入れた衣料品であって、
　第1の縁の第1の露出領域は、第2の縁の第2の重なり領域に重なり、第2の縁の第2の露出
領域は、第1の縁の第1の重なり領域に重なるよう、第1の織物セクションおよび第2の織物
セクションは、互いに重なるように配列される、衣料品。
【請求項４２】
　フレキシブルジョイントが、衣料品の肘領域および膝領域の1つである、請求項41記載
の衣料品。
【請求項４３】
　第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの少なくとも1つが、一方向伸縮性を
示す、請求項41記載の衣料品。
【請求項４４】
　第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの少なくとも1つが、多方向伸縮性を
示す、請求項41記載の衣料品。
【請求項４５】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項41記載の衣料品。
【請求項４６】
　第1の露出領域および反対の第1の重なり領域を有する、凹状構造の第1の縁を有する第1
のセクションと、
　第2の露出領域および反対の第2の重なり領域を有する、凹状構造の第2の縁を有する第2
のセクションと、
　第1の織物要素および第2の織物要素に隣接し、第1の織物要素および第2の織物要素の少
なくとも一部と同一の広がりをもつ裏当てセクションと、
　裏当てセクションと第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの両方との間に位
置し、第1の縁と第2の縁との間に形成された開口により供給される、少なくとも1つの物
体を収容するため空所とを含む、ポケットであって、
　第1の縁の第1の露出領域は、第2の縁の第2の重なり領域に重なり、第2の縁の第2の露出
領域は、第1の縁の第1の重なり領域に重なるよう、第1のセクションおよび第2のセクショ
ンは、互いに重なるように配列される、ポケット。
【請求項４７】
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　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項46記載のポケット。
【請求項４８】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、裏当てセク
ションの縁が第1の側縁および第2の側縁の両方と結合される、請求項46記載のポケット。
【請求項４９】
　第1のセクション、第2のセクション、および裏当てセクションがそれぞれ、少なくとも
1つの2次元材料から形成される、請求項46記載のポケット。
【請求項５０】
　少なくとも1つの2次元材料がポリマーシートである、請求項46記載のポケット。
【請求項５１】
　少なくとも1つの2次元材料が織物である、請求項46記載のポケット。
【請求項５２】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項51記載のポケット。
【請求項５３】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項51記載のポケット。
【請求項５４】
　ポケットが衣料品に組み入れられる、請求項46記載のポケット。
【請求項５５】
　ポケットが入れ物に組み入れられる、請求項46記載のポケット。
【請求項５６】
　二次元材料の単一セクションから形成された手収容要素を有する衣料品であって、手収
容要素が、
　第1の露出端領域および反対の第1の重なり端領域を含む一対の端領域を有する、凹状構
造の第1の縁と、
　第2の露出端領域および反対の第2の重なり端領域を含む一対の端領域を有する、凹状構
造の第2の縁と、
　第1の縁と第2の縁との間を延びる一対の側縁とを、含み、
　二次元材料の単一セクションが、折り畳まれて、第1の縁および第2の縁を互いに接触し
て配置し、手の第1の指を収容するため第1の縁および第2の縁の間に第1の開口を規定し、
そして、一対の端開口を有する概円筒形構造を形成し、
　第1の縁の第1の露出端領域が第2の縁の第2の重なり端領域に重なり、第2の縁の第2の露
出端領域が第1の縁の第1の重なり端領域に重なるよう、第1の縁および第2の縁が互いに重
なるように配列され、
　端開口の1つは、第2～第5の指を収容するように適合され、端開口のもう1つは手首を収
容し、衣料品の腕領域と結合するように適合されている、衣料品。
【請求項５７】
　2次元材料がポリマーシートである、請求項56記載の衣料品。
【請求項５８】
　2次元材料が織物である、請求項56記載の衣料品。
【請求項５９】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項58記載の衣料品。
【請求項６０】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項58記載の衣料品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の背景
発明の分野
　本発明は、一般に2次元材料から形成され、衣料品を含む様々な構造に組み入れてもよ
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いオーバーラップ要素(overlapping element)に関する。より特定的には、本発明は、互
いに重なり、例えば、衣料品におけるフレキシブルジョイントまたはポケットを形成する
少なくとも2つの縁を有する要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景技術の説明
　様々な従来の衣料品は、ヒトの身体の動きと共に曲がる、又は屈曲する領域を含む。例
えば、シャツに関しては、腕の領域はしばしば、肘の曲げおよび肩の動きに適応すること
を目的としている。同様に、パンツの脚部領域もまた、歩行および膝の曲げを含む脚部の
動きに適応することを目的としている。従来の衣料品は、ヒトの身体の動きと共に曲がる
、そうでなければ屈曲することを目的としているにも関わらず、従来の衣料品の中には動
きを制限するものがある。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、例えば、特定の領域の可撓性を向上させるために、衣料品に組み入れてもよ
い要素である。本発明の1つの局面では、要素は少なくとも1つの2次元材料から形成され
、要素は第1の縁および第2の縁を含み、それらは各々、凹状構造を示す。第1および第2の
縁に隣接する材料部分は、互いに重なるように配列され、そのため、第1の縁の一部は第2
の縁の一部に重なり、第2の縁の別の一部は第1の別の一部に重なる。
【０００４】
　本発明の1つの局面では、第1の縁および第2の縁は、材料の単一セクションの縁である
。例えば、第1の縁および第2の縁は材料の単一セクションの対向する縁としてもよい。重
なり構造を提供するために、材料の単一セクションを折り曲げ、第1の縁および第2の縁を
互いに隣接するように配置する。第1の縁および第2の縁の他に、材料は一対の側縁を含ん
でもよく、これらは第1の縁と第2の縁との間を延び、第1の縁に隣接する各側縁の一部は
、第2の縁に隣接する各側縁の一部と接合される。本発明の別の局面では、第1の縁および
第2の縁は、それぞれが一対の側縁を含む材料の2つの異なるセクションで形成される。
【０００５】
　要素は、衣料品の一部を形成してもよい。いくつかの態様では、要素は、衣料品のフレ
キシブルジョイント、例えば肘領域または膝領域の接合部である。要素はまた、衣料品の
ポケットまたは手収容(hand-receiving)部分としてもよい。衣料品の他に、要素は、物体
を収容し、固定するための入れ物中のポケットなどの開口部を形成してもよい。
【０００６】
　本発明を特徴付ける新規な利点および特徴は、添付の請求の範囲で詳細に指摘されてい
る。しかしながら、新規な利点および特徴をよりよく理解するために、本発明に関連する
様々な態様および概念を記述し、図示した下記の記述および添付の図面を参照してもよい
。
【０００７】
図面の説明
　前記発明の概要、ならびに下記発明の詳細な説明を、添付の図面と共に読むと、理解が
より深まると思われる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明による第1のオーバーラップ要素の平面図である。
【図２】図1の切断線2-2で規定される、第1のオーバーラップ要素の第1の断面図である。
【図３】第1のオーバーラップ要素の分解平面図である。
【図４】第1のオーバーラップ要素を組み入れた第1の衣料品の斜視図である。
【図５】第1の衣料品の背面図である。
【図６】本発明による第2のオーバーラップ要素の平面図である。
【図７】図6の切断線7-7により規定される、第2のオーバーラップ要素の第1の断面図であ
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る。
【図８】第2のオーバーラップ要素の分解平面図である。
【図９】第2のオーバーラップ要素を組み入れた第2の衣料品の斜視図である。
【図１０】第2の衣料品の背面図である。
【図１１】本発明による第3のオーバーラップ要素の平面図である。
【図１２】第3のオーバーラップ要素の分解平面図である。
【図１３】第3のオーバーラップ要素の斜視図である。
【図１４】第3のオーバーラップ要素を組み入れた第3の衣料品の正面図である。
【図１５】第3のオーバーラップ要素を組み入れた入れ物の側面図である。
【図１６】本発明による第4のオーバーラップ要素の斜視図である。
【図１７】図16の切断線17-17で規定される、第4のオーバーラップ要素の第1の断面図で
ある。
【図１８】第4のオーバーラップ要素の平面図である。
【図１９】第4のオーバーラップ要素を形成する材料セクションの平面図である。
【図２０】第4のオーバーラップ要素を組み入れた第4の衣料品の一部の平面図である。
【図２１】第4の衣料品ならびに第4の衣料品および第4のオーバーラップ要素により収容
された手の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
発明の詳細な説明
　下記説明および添付の図面は、衣料品に組み入れてもよい様々なオーバーラップ要素を
開示する。一般に、オーバーラップ要素は少なくとも2つの縁を有し、これらの縁は互い
に重なり、例えば、衣料品のフレキシブルジョイントまたはポケットを形成する。衣料品
の他に、オーバーラップ要素は別の製品、例えば入れ物(すなわち、バックパック、ハン
ドバッグ、ダッフルバッグ)に組み入れてもよい。したがって、オーバーラップ要素は様
々な製品に組み入れてもよい。
【００１０】
　オーバーラップ要素は可撓性の、一般に二次元材料から形成される。本明細書に関して
使用されるように、「二次元」という用語は、実質的に厚さよりも大きい長さおよび幅を
示す概して平らな材料を含むものとする。したがって、オーバーラップ要素のために適し
た材料としては、例えば、様々な織物およびポリマーシートが挙げられる。織物は一般に
、例えば、(a)不織布またはフェルトを構築するためのボンディング、融合、またはイン
ターロックにより繊維のウエブから直接製造された、または(b)織物を製造するための糸
の機械的操作により形成された、のいずれかである繊維、フィラメント、または糸から製
造される。織物は、一方向伸縮性および多方向伸縮性を付与するように配列された繊維を
組み入れてもよい。ポリマーシートは、ポリマー材料から押出成形、圧延成形、または別
の方法で形成されてもよく、概して平たい局面を示す。織物およびポリマーシートの他に
、別の2次元材料をオーバーラップ要素に組み入れてもよい。
【００１１】
第1のオーバーラップ要素構造
　第1のオーバーラップ要素100を図1～3に示す。この要素は第1のセクション110aおよび
第2のセクション110bを含み、それらはそれぞれ、1つの2次元材料、または2つの異なる2
次元材料から形成される。第1のセクション110aは凹縁(concave edge)120aおよび一対の
側縁130aを含む。凹縁120aの少なくとも一部が、第1のセクション110aにおいて事実上窪
みを形成する凹状構造を示す。図に示されるように、凹縁120aは概曲線形状を有するが、
本発明の範囲内にある角張った形状を有してもよい。そのため、凹縁120aは、例えば、第
1のセクション110aにおいて三角形または長方形の窪みを形成してもよい。したがって、
凹縁120aの特異的な形状は著しく変動する可能性があり、曲線であろうと、角張っていよ
うと、様々な概凹状構造を含む。凹縁120aは、端領域121a、端領域121aの反対に位置する
別の端領域122a、および端領域121aと122aとの間に位置する中心領域123aを含む。端領域
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121aおよび122aはそれぞれ、側縁130aの1つに隣接して配置されるが、側縁130aから内側
に向かって離してもよい。側縁130aは凹縁120aから離れて延び、事実上第1のセクション1
10aの両側が形成される。
【００１２】
　第2のセクション110bは、第1のセクション110aと実質的に同じ構造を示す。したがって
、第2のセクション110bは凹縁120bおよび一対の側縁130bを含む。凹縁120bの少なくとも
一部は凹状構造を示し、第2のセクション110bにおいて事実上窪みを形成する。凹縁120b
の特定の形状は凹縁120aと同じであってもよく、形状は異なってもよい。凹縁120bは端領
域121b、端領域121bの反対に位置する別の端領域122b、および端領域121bと122bとの間に
位置する中心領域123bを含む。端領域121bおよび122bはそれぞれ、側縁130bの1つに隣接
して配置されるが、側縁130bから内側に向かって離してもよい。側縁130bは凹縁120bから
離れて延び、事実上第2のセクション110bの両側が形成される。
【００１３】
　オーバーラップ要素100は、第1のセクション110aおよび第2のセクション110bが互いに
重なるように形成される。より特定的には、第1のセクション110aの一部が第2のセクショ
ン110bの一部に重なり、第2のセクション110bの別の一部が第1のセクション110aの別の一
部に重なる。例えば、図1～3について説明すると、凹縁120aおよび凹縁120bに隣接する二
次元材料の部分は、互いに接触し、重なるように配列され、そのため、凹縁120aの一部(
すなわち、端領域121a)は、凹縁120bの一部(すなわち、端領域121b)に重なり、凹縁120b
の別の一部(すなわち、端領域122b)は凹縁120aの別の一部(すなわち、端領域122a)に重な
る。すなわち、端領域121aは端領域121bに重なり、端領域122bは端領域122aに重なる。そ
のため、セクション110aおよび110bは各々、露出領域および重なり領域を含む。したがっ
て、第1のセクション110aおよび第2のセクション110bは、凹縁120aおよび120bの領域で互
いに重なる。
【００１４】
　第1のセクション110aおよび第2のセクション110bが上記のように互いに重なる構造で配
置される場合、中心領域123aおよび123bは、第1のセクション110aおよび第2のセクション
110bの各々の間で開口140を形成してもよい。開口140の寸法(すなわち、第1のセクション
110aおよび第2のセクション110bにより形成される開口のサイズ)は主に、中心領域123aお
よび123bの相対的な位置に依存し、開口140の寸法は、重なり要素100の特定の目的または
用途により著しく変動する可能性がある。いくつかの態様では、中心領域123aおよび123b
は、互いに接触してもよく、そのため、開口140はかなり小さく、または存在しない。
【００１５】
　第1のセクション110aおよび第2のセクション110bは、側縁130aおよび130bの部分に沿っ
て延びる複数の縫い目150により互いに結合される。より特定的には、縫い目150の1つは
、一方の側縁130aを一方の側縁130bと結合させ、別の縫い目150は他方の側縁130aを他方
の側縁130bと結合させる。したがって、縫い目150は側縁130aおよび130bの部分に沿って
延び、第1のセクション110aおよび第2のセクション110bを互いに結合させ、凹縁120aおよ
び120bの部分を互いに固定する。縫い目150の代わりに、第1のセクション110aおよび第2
のセクション110bを、例えば、接着ボンドまたはヒートボンドにより共に結合させてもよ
い。さらに、縫い目150、接着ボンド、またはヒートボンドは、内に向かって延び、第1の
セクション110aおよび第2のセクション110bの内側部分を結合させてもよい。いくつかの
態様では、縫い目150は凹縁120aに沿って延び、凹縁120aの部分を第2のセクション110bと
結合させてもよく、縫い目150は凹縁120bに沿って延び、凹縁120bの部分を第1のセクショ
ン110aと結合させてもよい。したがって、第1のセクション110aおよび第2のセクション11
0bを結合させるには様々な手順を使用してもよい。
【００１６】
　オーバーラップ要素100の一般的な形態を有する構造を、様々な衣料品および入れ物を
含む様々な製品に組み入れてもよい。図4および5では、オーバーラップ要素100を衣料品1
60、特にシャツに使用してもよい1つの様式を開示する。衣料品160は、胴体領域161およ
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び一対の袖162を含む。袖162の各々が肘領域163を含む。一般に、肘領域163は肘の位置に
対応し、肘と共に曲がり、またはそうでなければ屈曲することを目的としている。したが
って、肘領域163はそれぞれ、肘領域163においてフレキシブルジョイントを提供するオー
バーラップ要素100を含む。言い換えれば、オーバーラップ要素100を衣料品に組み入れる
1つの目的は可撓性接合部を提供することである。
【００１７】
　オーバーラップ要素100は、肘領域163のフレキシブルジョイントのみを形成してもよく
、またはオーバーラップ要素100は、各袖162のかなり広い部分を形成してもよい。図4お
よび5に示されるように、第1のセクション110aは衣料品160の肩領域から肘領域163まで延
び、第2のセクション110bは衣料品160の手首領域から肘領域163まで延びる。したがって
、オーバーラップ要素100は、各袖162のフレキシブルジョイントを形成する他に、各袖の
162のかなり大きな部分を形成してもよい。
【００１８】
第2のオーバーラップ要素構造
　第2のオーバーラップ要素200を図6～8に示すが、この要素はオーバーラップ要素100と
同様の一般構造を有する。したがって、オーバーラップ要素200は第1のセクション210aお
よび第2のセクション210bを含み、これらはそれぞれ、互いに重なる構造で配置された2次
元材料から形成される。オーバーラップ要素100と同様に、第1のセクション210aと第2の
セクション210bとの間(すなわち、凹縁220aと220bとの間)に開口240が形成される。しか
しながら、オーバーラップ要素100とは対照的に、オーバーラップ要素200はまた、開口24
0にわたる挿入セクション210cを含む。
【００１９】
　第1のセクション210aは、凹縁220aおよび一対の側縁230aを含む。凹縁220aの少なくと
も一部は、第1のセクション210aにおいて窪みを事実上形成する凹状構造を示す。凹縁220
aは、端領域221a、端領域221aの反対に位置する別の端領域222a、および端領域221aと222
aとの間に位置する中心領域223aを含む。側縁230aは凹縁220aから離れて延び、事実上第1
のセクション210aの両側が形成される。第2のセクション210bは第1のセクション210aと実
質的に同様の構造を示す。したがって、第2のセクション210bは凹縁220bおよび一対の側
縁230bを含む。凹縁220bは端領域221b、端領域221bの反対に位置する別の端領域222b、お
よび端領域221bと222bとの間に位置する中心領域223bを含む。側縁230bは凹縁220bから離
れて延び、事実上第2のセクション210bの両側が形成される。
【００２０】
　オーバーラップ要素100と同様に、オーバーラップ要素200は、第1のセクション210aお
よび第2のセクション210bが互いに重なるように形成される。図6～8について説明すると
、第1のセクション210aの一部が第2のセクション210bの一部と重なり、第2のセクション2
10bの別の一部が第1のセクション210aの別の一部に重なる。より特定的には、端領域221a
は端領域221bに重なり、端領域222bは端領域222aに重なる。したがって、第1のセクショ
ン210aおよび第2のセクション210bは、凹縁220aおよび220bの領域で互いに重なる。
【００２１】
　第1のセクション210aおよび第2のセクション210bを上記のように互いに重なる構造で配
置する場合、中心領域223aおよび223bは、第1のセクション210aおよび第2のセクション21
0bの各々の間で開口240を形成する。挿入セクション210cは開口240にわたり、第1のセク
ション210aおよび第2のセクション210bの各々に固定される。挿入セクション210cは概円
形形状を有するが、本発明の範囲内であれば任意の他の特別な形状を有してもよい。しか
しながら、一般に、挿入セクション210cは、開口240全体にわたるような形状とされる。
いくかの態様では、挿入セクション210cは第1のセクション210aおよび第2のセクション21
0bの後に配置されてもよく、挿入セクション210cの一部のみが開口240から視認される。
別の態様では、挿入セクション210cは、第1のセクション210aおよび第2のセクション210b
の前に配置されてもよく、または第1のセクション210aと第2のセクション210bとの間に配
置されてもよい。
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【００２２】
　第1のセクション210aおよび第2のセクション210bは、側縁230aおよび230bの部分に沿っ
て延びる複数の縫い目250により互いに結合される。より特定的には、縫い目250の1つは
、一方の側縁230aを一方の側縁230bと結合させ、別の縫い目250は他方の側縁230aを他方
の側縁230bと結合させる。したがって、縫い目250は側縁230aおよび230bの部分に沿って
延び、第1のセクション210aおよび第2のセクション210bを互いに結合させ、凹縁220aおよ
び220bの部分を互いに固定する。縫い目250の代わりに、第1のセクション210aおよび第2
のセクション210bを、例えば、接着ボンドまたはヒートボンドにより共に結合させてもよ
い。図に示したように、挿入部分210cは概円形形状を有しており、側縁230aおよび230bま
で延び、縫い目250は挿入セクション210cをオーバーラップ要素200に結合させる。しかし
ながら、いくつかの態様では、複数の縫い目は挿入セクション210cの周囲に延びてもよく
、挿入セクション210cは、第１のセクション210aおよび第2のセクション210bの各々に結
合される。
【００２３】
　図9および10では、オーバーラップ要素200を衣料品260、特にシャツに使用してもよい1
つの様式を開示する。衣料品260は衣料品160の一般構造を有し、胴体領域261および一対
の袖262を含む。袖262の各々が肘領域263を含み、肘領域263はそれぞれ、肘領域263にお
いてフレキシブルジョイントを提供するオーバーラップ要素200を含む。オーバーラップ
要素100の開口140は衣料品160で開口を形成した。衣料品160とは対照的に、挿入セクショ
ン210cは開口240にわたり、開口を被覆する。したがって、挿入セクション210cは事実上
、開口140により形成される穴を被覆する。
【００２４】
第3のオーバーラップ要素構造
　衣料品または入れ物のいずれかのポケットを形成するのに適した第3のオーバーラップ
要素300を図11～13に示す。オーバーラップ要素300は、第1のセクション310aおよび第2の
セクション310bを含み、これらはそれぞれ、互いに重なる構造で配置された2次元材料か
ら形成される。第1のセクション310aは、凹縁320aおよび一対の側縁330aを含む。凹縁320
aの少なくとも一部は、第1のセクション310aにおいて窪みを事実上形成する凹状構造を示
す。凹縁320aは、端領域321a、端領域321aの反対に位置する別の端領域322a、および端領
域321aと322aとの間に位置する中心領域323aを含む。側縁330aは凹縁320aから離れて延び
、事実上第1のセクション310aの両側を形成する。第2のセクション310bは第1のセクショ
ン310aと実質的に同様の構造を示す。したがって、第2のセクション310bは凹縁320bおよ
び一対の側縁330bを含む。凹縁320bは端領域321b、端領域321bの反対に位置する別の端領
域322b、および端領域321bと322bとの間に位置する中心領域323bを含む。側縁330bは凹縁
320bから離れて延び、事実上第2のセクション310bの両側を形成する。
【００２５】
　オーバーラップ要素100および200と同様に、オーバーラップ要素300は、第1のセクショ
ン310aおよび第2のセクション310bが互いに重なるように形成される。図11～13について
説明すると、第1のセクション310aの一部が第2のセクション310bの一部と重なり、第2の
セクション310bの別の一部が第1のセクション310aの別の一部に重なる。より特定的には
、端領域321aは端領域321bに重なり、端領域322bは端領域322aに重なる。したがって、第
1のセクション310aおよび第2のセクション310bは、凹縁320aおよび320bの領域で互いに重
なる。
【００２６】
　第1のセクション310aおよび第2のセクション310bの他に、オーバーラップ要素300はオ
ーバーラップ要素300と同じ全体寸法を有する裏当てセクション310cを含む。第1のセクシ
ョン310aおよび第2のセクション310bは、側縁330aおよび330bの部分に沿って延び、かつ
オーバーラップ要素300の周囲に延びる複数の縫い目350により互いに結合される。縫い目
350はまた、裏当てセクション310cを、オーバーラップ要素300の周囲で第1のセクション3
10aおよび第2のセクション310bに結合させる。縫い目350はオーバーラップ要素300の周囲
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に延びるのであって、縫い目350はオーバーラップ要素300の内側には存在しない。したが
って、裏当てセクション310cは、オーバーラップ要素300の内側では、第1のセクション31
0aおよび第2のセクション310bのいずれにも固定されていない。そのため、裏当てセクシ
ョン310cと、第1のセクション310aまたは第2のセクション310bの両方との間には空間また
は空き領域が形成され、中心領域323aと323bとの間に形成された開口340から空間を利用
してもよい。開口340は利用可能な開口部を形成し、開口340を通して物体をオーバーラッ
プ要素300内に配置してもよい。開口140および240はかなり大きくてもよいが、開口340は
、物体が、オーバーラップ要素300からうっかり除去される(すなわち、そこから落ちる)
ことがないようにかなり小さくしてもよい。
【００２７】
　図14について説明すると、オーバーラップ要素300を衣料品360、特にズボンにおいて使
用してもよい1つの様式を開示する。衣料品360は、骨盤領域361および一対の脚部領域362
を有する。オーバーラップ要素300は従来のポケットの位置に対応する位置で骨盤領域361
に組み入れられる。したがって、オーバーラップ要素300を衣料品に組み入れて、衣料品
内にポケットを形成させてもよい。
【００２８】
　オーバーラップ要素100および200は、上記で、シャツの肘領域の接合部に適しているも
のとして開示した。さらに、オーバーラップ要素100および200のいずれかは、衣料品360
の膝領域で接合部を形成してもよい。図14では、一対のオーバーラップ要素100を脚部領
域362に組み入れ、膝の位置に対応する脚部領域362の部分の可撓性を向上させている。
【００２９】
　図15では、ダッフルバッグの構造を有する入れ物370を開示する。ダッフルバッグの従
来のポケットは、例えば、チャック式開口により形成される。従来のダッフルバッグとは
対照的に、オーバーラップ要素300は入れ物370の側面に組み入れられており、物体を収容
するためのポケットが形成される。オーバーラップ要素300はまた、例えば、バックパッ
クまたはハンドバッグなどの様々な他の型の入れ物に組み入れてもよい。
【００３０】
第4のオーバーラップ要素構造
　オーバーラップ要素100、200および300の各々は、少なくとも2つの材料セクションから
形成される。例えば、オーバーラップ要素100は第1のセクション110aおよび第2のセクシ
ョン110bを含む。図16～19では、2次元材料から形成された単一セクション410を含むオー
バーラップ要素400が図示されている。セクション410は一対の対向する凹縁420aおよび42
0b、ならびに一対の対向する側縁430を含む。凹縁420aは概して曲線形状を有するが、本
発明の範囲内にある角張った形状を有してもよい。そのため、凹縁420aは、例えば、セク
ション410において三角形または長方形の窪みを形成してもよい。したがって、凹縁420a
の特定の形状は著しく変動してもよく、曲線であろうと、角張っていようと、様々な概凹
状構造を含む。凹縁420aは、端領域421a、端領域421aの反対に位置する別の端領域422a、
および端領域421aと422aとの間に位置する中心領域423aを含む。端領域421aおよび422aは
それぞれ、側縁430の1つに隣接して配置されるが、側縁430aから内側に向かって離しても
よい。側縁430は凹縁420aから離れて延び、事実上セクション410の両側を形成し、側縁は
凹縁420aと420bとの間に延びる。
【００３１】
　凹縁420bは、セクション410で事実上別の窪みを形成する凹状構造を示す。凹縁420bの
特定の形状は凹縁420aと同じであってもよく、または形状は異なってもよい。凹縁420bは
端領域421b、端領域421bの反対に位置する別の端領域422b、および端領域421bと422bとの
間に位置する中心領域423bを含む。端領域421bおよび422bはそれぞれ、側縁430の1つに隣
接して配置されるが、側縁430から内側に向かって離してもよい。
【００３２】
　オーバーラップ要素400は、凹縁420aおよび420bを形成するセクション410の領域が互い
に重なるように形成される。凹縁420aおよび420bを重ねるために、セクション410をそれ
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り返し、凹縁420aおよび凹縁420bに隣接する二次元材料の部分が、互いに接触し、重なる
ように配列させる。すなわち、セクション410を折り返し、凹縁420aの一部(すなわち、端
領域421a)が凹縁420bの一部(すなわち、端領域421b)と重なり、凹縁420bの別の一部(すな
わち、端領域422b)が凹縁420aの別の一部(すなわち、端領域422a)に重なる。したがって
、端領域421aは端領域421bに重なり、端領域422bは端領域422aに重なる。凹縁420aおよび
420bを形成するセクションの領域410が互いに重なる場合、中心領域423aおよび423bは、
凹縁420aおよび420bの各々の間で開口440を形成してもよい。
【００３３】
　概円筒形構造のオーバーラップ要素400を固定するために、側縁430を縫い合わせてもよ
く、またはそうでなければ、それ自体に固定してもよい。側縁430の各々は、凹縁420aに
隣接する部分および凹縁420bに隣接する反対部分を含む。セクション410をそれ自体の上
に折り返すと、凹縁420aに隣接する部分は、凹縁420bに隣接する部分の隣に位置する。側
縁430の各々については、これらの部分は、その後、複数の縫い目450により一緒に結合し
てもよい。縫い目450の代わりに、例えば、接着ボンドまたはヒートボンドを使用しても
よい。
【００３４】
　一般構造のオーバーラップ要素400を有する構造は、様々な衣料品を含む様々な製品に
組み入れてもよい。衣料品460、特にジャケットの腕部分を図20および21で開示する。オ
ーバーラップ要素400をアーム部分の端に固定し、手が、オーバーラップ要素400により形
成された概円筒形構造を通して延長可能なようにする。より特定的には、手の第1の指(す
なわち、親指)は開口440を通って延びてもよく、第2～5の指(すなわち、人差し指、中指
、薬指および小指)は一端を通って延びてもよく、および手首は衣料品460に固定された反
対の端を通して延びる。この構造の利点は、オーバーラップ要素400が手のひらを隔離し
、腕部分から衣料品460に入ってくる可能性のある外部空気の量を制限する。衣料品460お
よびオーバーラップ要素400と組み合わせて手袋を着用する場合、オーバーラップ要素400
を使用して、事実上、例えば、雪または水が腕部分を通して衣料品460に入ってくるのを
阻止してもよい。
【００３５】
結論
　上記記述および添付の図面は、例えば、衣料品または入れ物に組み入れてもよい様々な
オーバーラップ要素構造を開示する。一般に、オーバーラップ要素は少なくとも2つの凹
縁を有し、それらは互いに重なり、例えば、衣料品のフレキシブルジョイントまたはポケ
ットを形成する。さらに、オーバーラップ要素を入れ物(すなわち、バックパック、ハン
ドバック、またはダッフルバッグ)に組み入れ、ポケットを形成させてもよい。したがっ
て、オーバーラップ要素は、様々な製品に組み入れてもよい。
【００３６】
　本発明を上記および添付の図面で、様々な態様を参照して開示している。しかしながら
、開示により提供される目的は、本発明に関連する様々な特徴および概念の例を提供する
ことであり、本発明の範囲を制限するものではない。関連分野の当業者であれば、添付の
請求の範囲により規定される、本発明の範囲から逸脱せずに、上記態様に対し、多くの改
変および変更が可能であることは理解されると思われる。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月14日(2009.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の露出領域および反対の第1の重なり領域を有する、凹状構造の第1の縁を有する第1
の織物セクションと、
　第2の露出領域および反対の第2の重なり領域を有する、凹状構造の第2の縁を有する第2
の織物セクションと、
　第1の縁と第2の縁との間に形成された開口にわたり、第1の織物セクションおよび第2の
織物セクションの少なくとも1つに結合されている、挿入セクションと、
　を含むフレキシブルジョイントを組み入れた衣料品であって、
　第1の縁の第1の露出領域は、第2の縁の第2の重なり領域に重なり、第2の縁の第2の露出
領域は、第1の縁の第1の重なり領域に重なるよう、第1の織物セクションおよび第2の織物
セクションは、互いに重なるように配列される、衣料品。
【請求項２】
　フレキシブルジョイントが、衣料品の肘領域および膝領域の1つである、請求項１記載
の衣料品。
【請求項３】
　第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの少なくとも1つが、一方向伸縮性を
示す、請求項１記載の衣料品。
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【請求項４】
　第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの少なくとも1つが、多方向伸縮性を
示す、請求項１記載の衣料品。
【請求項５】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項１記載の衣料品。
【請求項６】
　第1の露出領域および反対の第1の重なり領域を有する、凹状構造の第1の縁を有する第1
のセクションと、
　第2の露出領域および反対の第2の重なり領域を有する、凹状構造の第2の縁を有する第2
のセクションと、
　第1の織物要素および第2の織物要素に隣接し、第1の織物要素および第2の織物要素の少
なくとも一部と同一の広がりをもつ裏当てセクションと、
　裏当てセクションと第1の織物セクションおよび第2の織物セクションの両方との間に位
置し、第1の縁と第2の縁との間に形成された開口により供給される、少なくとも1つの物
体を収容するため空所と、
　を含む、ポケットであって、
　第1の縁の第1の露出領域は、第2の縁の第2の重なり領域に重なり、第2の縁の第2の露出
領域は、第1の縁の第1の重なり領域に重なるよう、第1のセクションおよび第2のセクショ
ンは、互いに重なるように配列される、ポケット。
【請求項７】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、第1の側縁
は第2の側縁と結合される、請求項６記載のポケット。
【請求項８】
　一対の第1の側縁が第1の縁から延び、一対の第2の側縁が第2の縁から延び、裏当てセク
ションの縁が第1の側縁および第2の側縁の両方と結合される、請求項６記載のポケット。
【請求項９】
　第1のセクション、第2のセクション、および裏当てセクションがそれぞれ、少なくとも
1つの2次元材料から形成される、請求項６記載のポケット。
【請求項１０】
　少なくとも1つの2次元材料がポリマーシートである、請求項６記載のポケット。
【請求項１１】
　少なくとも1つの2次元材料が織物である、請求項６記載のポケット。
【請求項１２】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項１１記載のポケット。
【請求項１３】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項１１記載のポケット。
【請求項１４】
　ポケットが衣料品に組み入れられる、請求項６記載のポケット。
【請求項１５】
　ポケットが入れ物に組み入れられる、請求項６記載のポケット。
【請求項１６】
　二次元材料の単一セクションから形成された手収容要素を有する衣料品であって、手収
容要素が、
　第1の露出端領域および反対の第1の重なり端領域を含む一対の端領域を有する、凹状構
造の第1の縁と、
　第2の露出端領域および反対の第2の重なり端領域を含む一対の端領域を有する、凹状構
造の第2の縁と、
　第1の縁と第2の縁との間を延びる一対の側縁とを、含み、
　二次元材料の単一セクションが、折り畳まれて、第1の縁および第2の縁を互いに接触し
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て配置し、手の第1の指を収容するため第1の縁および第2の縁の間に第1の開口を規定し、
そして、一対の端開口を有する概円筒形構造を形成し、
　第1の縁の第1の露出端領域が第2の縁の第2の重なり端領域に重なり、第2の縁の第2の露
出端領域が第1の縁の第1の重なり端領域に重なるよう、第1の縁および第2の縁が互いに重
なるように配列され、
　端開口の1つは、第2～第5の指を収容するように適合され、端開口のもう1つは手首を収
容し、衣料品の腕領域と結合するように適合されている、衣料品。
【請求項１７】
　2次元材料がポリマーシートである、請求項１６記載の衣料品。
【請求項１８】
　2次元材料が織物である、請求項１６記載の衣料品。
【請求項１９】
　織物が一方向伸縮性を示す、請求項１８記載の衣料品。
【請求項２０】
　織物が多方向伸縮性を示す、請求項１８記載の衣料品。
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